
４．勤務時間その他の勤務条件の状況

（１）勤務時間の状況 （令和５年４月１日現在）

　①１週間の勤務時間 ３８時間４５分
　②一般職員の基本的な勤務時間

（２）休暇等の種類 （令和５年４月１日現在）

給与支給

無給

有給

開始時刻 終了時刻 休憩時間
8時45分 17時15分  12:00～12:45

種　　　類 付与日数

１　年次休暇 １年度につき最高２０日

２　公療休暇 必要と認められる期間

３　私療休暇 ９０日以内

４　生理休暇 必要と認められる期間

５　妊娠者の通勤緩和 必要と認められる時間（１日１時間の範囲内）

６　妊娠又は出産者の健康診査及び保健指導休暇 必要と認められる期間

７　妊娠障害休暇
妊娠から産前休暇が与えられる日の前日までの期間で
５日以内

８　不妊治療に係る通院等のための休暇 ５日間（頻繁な通院を要する場合は１０日間）

９　産前休暇 出産予定日の前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）

10　産後休暇 出産日の翌日から後８週間

11　出産補助休暇 ２日以内

12　看護休暇 １年度につき１０日以内

13　子の看護休暇 １年度につき５日以内

14　短期介護休暇 １年度につき５日以内

15　介護休暇 １年度につき１８０日以内

16　介護時間 連続する３年の期間内において１日２時間以内

17　ドナー休暇 必要と認められる期間

18　ボランティア休暇 １年度につき５日以内

19　結婚休暇 ５日

20　育児時間 １日２回各々３０分以内

21　男性職員の育児参加休暇 ５日

22　忌服休暇 物故者の親等数により付与（最高７日）

23　父母の年次祭祀休暇 １日

24　組合休暇 １年度につき３０日以内

25　夏季休暇 ７日以内（７月～９月の間）

26　リフレッシュ休暇 ５日（勤続２０年）

27　育児休業 子が３歳に達する日までの必要期間

28　育児休業（部分休業） 子が小学校就学の始期に達するまで１日２時間以内

29　子育て中の職員に対する職務専念義務の免除
小学校就学年度の４月１日から中学校就学の始期に達
するまで１日３０分以内

30　妊産婦の休息・補食に対する職務専念義務の免除
勤務の間、適宜休息・補食するために必要とされる時
間

31　修学部分休業
必要と認められる時間
(１週間を通じて２０時間を超えない範囲で２年以内)

32　配偶者同行休業 必要と認められる期間（３年以内）

33　自己啓発等休業 必要と認められる期間（３年以内）

無給

有給

無給

無給

有給

有給
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